事　務　連　絡　

平成１８年１０月１６日　

市内関係事業所長　様

健康福祉局障害保健福祉部長　

移動支援費及び生活サポート費の代理受領にかかる委任状の提出ついて（通知）

　平素より障害保健福祉行政の推進にご協力いただきありがとうございます。

　10月1日より、障害者自立支援法の施行に伴い、本市における地域生活支援事業の一部として、移動支援事業並びに生活サポート事業を実施しているところですが、これら事業につきましては、介護給付や訓練等給付と同様に、移動支援費及び生活サポート費を利用者に給付するものとし、その給付費を指定事業者が代理受領することができる仕組みとしております。ただし、地域生活支援事業に係る代理受領は、法律に規定されていないことから、市が事業者に給付費を支払う場合は、利用者が事業者に対して代理受領を委任していることを確認する必要があります。

　このため、各指定事業者におかれましては、利用契約において包括的に委任を受けることとし、契約締結の際に、委任状を作成していただいた上で、契約を締結後、初めてサービスを提供した月分の給付費を請求する際に、サービス提供報告書とともに、委任状の原本を市に提出していただくことにより、代理受領による給付費を支給いたします。なお、契約を更新した場合については、委任も更新されることとなりますので、その都度、委任状を市に提出していただきますようお願いいたします。

　なお、契約書と委任状のモデル様式につきましては、支払システムの掲示板及び障害福祉情報サービスかながわの書式ライブラリに、各事業の契約書式例を掲示しておりますのでご参照ください。

障害計画課　障害者自立支援運用担当　竹田担当　

　　　電話　　　　200－2927（内33622）　　

　　　FAX　　　　200－3932（内33799）　　

　　　E-mail　　　35syokei@city.kawasaki.jp　






